
船舶事故調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成３０年９月１７日 １４時４０分ごろ 

発生場所 和歌山県広川
ひろがわ

町唐
から

尾
お

漁港南西方沖 

 鷹島南方灯標から真方位１４２°１,６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.１′ 東経１３５°０８.２′） 

事故の概要  水上オートバイ汐
せ

真
しん

盛
せい

丸は、遊走中、また、水上オートバイ I K O
アイケイオー

は、浮体をえい
．．

航して遊走中、汐真盛丸と浮体とが接触し、浮体の搭

乗者１人が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月２９日、主管調査官（神戸事務所）を指名  

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 汐真盛丸、０.２トン 

２５０－５８３６３大阪、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ IKO、０.１トン 

   ２４０－５９８４３大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（浮体の搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、左旋回中、船長Ａが、船首方に

Ｂ船がえい
．．

航する‘バナナボートと称する浮体’（以下「本件浮体」

という。）を認めて停止しようと思い、スロットルレバーから指を離

したものの、本件浮体と接触した。 

 船長Ａは、負傷した本件浮体の搭乗者１人をＡ船に乗せ、出発した

海岸に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、搭乗者２人を乗せた本件浮体を

えい
．．

航しながら遊走していたところ、Ａ船と本件浮体とが接触し、本

件浮体の搭乗者２人が落水した。 

 本件浮体の搭乗者のうち１人は、後頭部裂創と診断された。 

 船長Ａ、船長Ｂ及び本件浮体の搭乗者２人は、それぞれ固型式の救

命胴衣を着用していた。 

分析 Ａ船は、遊走中、船長Ａが、周囲の見張りを適切に行わずに左旋回

したことから、船首方にＢ船がえい
．．

航する本件浮体を認めて停船しよ

うとしたものの、本件浮体と接触して搭乗者が落水し、本件浮体の搭



乗者１人が負傷したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件浮体をえい
．．

航しながら遊走中、Ａ船と本件浮体とが接

触して搭乗者が落水し、本件浮体の搭乗者１人が負傷したものと考え

られるが、船長Ｂから情報を得ることができなかったことから、Ｂ船

の運航状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が遊走中、Ｂ船が本件浮体をえい
．．

航しながら遊走

中、Ａ船と本件浮体とが接触して搭乗者が落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


